
 

 

 

平成２０年度 中心市街地活性化関連予算等について 
 

平成１９年９月６日 

国 土 交 通 省 

 

中心市街地の活性化を図るため、中心市街地活性化法に基づき市町村が作

成する基本計画の内閣総理大臣の認定を受けた地区における、認定基本計画

に基づく以下の取組みに対して重点的な支援を実施する。 

 

市街地の整備改善に資する事業 
○街なか再生を促進するための面整備事業 

面としての中心市街地の機能向上、環境改善、防災機能の向上等に資

するよう、区画整理、再開発等の活用により面的な整備を推進する。 
（まちづくり交付金：別紙１、まち再生出資業務等：別紙２、都市再生区画整理事業：別紙３） 

 
○道路、公園、駐車場等の都市基盤施設等の整備 

中心市街地を支える道路、公園、駐車場、下水道等公共の用に供する

都市基盤施設の整備事業を推進する。 
（都市交通システム整備事業：別紙４） 

 
都市福利施設の整備に資する事業 

○都市機能の集積促進 

暮らし・にぎわい再生事業（別紙５）を活用し、教育文化施設、医療施

設、社会福祉施設等を含めた、多様な都市機能の集積促進を図る。 
 

街なか居住の推進に資する事業 
○住宅、建築物の整備 

中心市街地共同住宅供給事業（別紙６）、街なか居住再生ファンド（別紙

７）等を活用し多様なニーズに対応した優良な住宅の供給を促進する。 
 
○居住環境の整備 

優良な住宅整備を行う事業と併せて、住宅市街地を総合的に整備し、

居住環境の向上を推進する。 
 
その他中心市街地の活性化に資する事業 

○公共交通機関の利用者の利便の増進 
 公共交通機関や交通結節点等の整備を進め、中心市街地へのアクセス

の利便性の向上、中心市街地内の移動の利便性の向上を図る。 
（都市交通システム整備事業：再掲） 



別紙１ 

 

まちづくり交付金 
 
①概要 

地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづ

くりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域

住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とし、

市町村が作成した都市再生整備計画に基づき実施される事業等の費用

に充当するために交付する交付金である。 
 

②予算                      （単位：百万円） 

20年度要求(A) 19年度(B) 倍率(A/B) 
区   分 

事業費 国費 事業費 国費 事業費 国費 

まちづくり交付金 735,000 288,000 612,000 243,000 1.20 1.19 

 

③中心市街地に対する特例措置（平成１８年度拡充） 

内閣総理大臣による認定を受けた中心市街地活性化基本計画に基づ

く事業を行う地区が、一定の要件を満たす場合、交付限度額における市

町村の提案事業枠を１割から２割に拡大し、市町村の創意工夫をより一

層活かした取り組みを推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
④平成２０年度要求事項（拡充） 

地域の担い手のニーズを反映した官民協働によるまちづくりや、市町

村界を越えたまちづくりを効率的・効果的に実施できる複数市町村の連

携によるまちづくりを支援する。 

まちづくり交付金による中心市街地再生の促進

○中心市街地活性化に取り組む市町村の提案事業枠の拡大
国の認定を受けた中心市街地活性化基本計画に基づく事業を行う一定の要件を満たす地区について、交付限度額

における市町村の提案事業枠を１割から２割に拡大する。

空き店舗の活用

イベントの実施

歴史資源の活用 オープンカフェ

産業創出拠点の整備

公園の整備公営住宅の整備

道路の整備

まちなみの整備

コミュニティバス

広場の整備

まちづくり交付金による中心市街地再生の促進

○中心市街地活性化に取り組む市町村の提案事業枠の拡大
国の認定を受けた中心市街地活性化基本計画に基づく事業を行う一定の要件を満たす地区について、交付限度額

における市町村の提案事業枠を１割から２割に拡大する。

まちづくり交付金による中心市街地再生の促進

○中心市街地活性化に取り組む市町村の提案事業枠の拡大
国の認定を受けた中心市街地活性化基本計画に基づく事業を行う一定の要件を満たす地区について、交付限度額

における市町村の提案事業枠を１割から２割に拡大する。

空き店舗の活用

イベントの実施

歴史資源の活用 オープンカフェ

産業創出拠点の整備

公園の整備公営住宅の整備

道路の整備

まちなみの整備

コミュニティバス

広場の整備 空き店舗の活用

イベントの実施

歴史資源の活用 オープンカフェ

産業創出拠点の整備

公園の整備公営住宅の整備

道路の整備

まちなみの整備

コミュニティバス

広場の整備

内閣総理大臣による認定を受けた中心市街地活性化基本計画に基づく一定の要件を満たす地区について、

交付限度額における市町村の提案事業枠を１割から２割に拡大する。 



別紙２ 

 

 

①概要 

都市再生に資する優良な民間都市開発事業の立ち上げを支援するため、

まちづくり交付金と連携した民間都市開発プロジェクトへの出資等、ま

ち再生のために民間資金の誘導を図る。 

 

②予算 
（単位：百万円） 

20年度(A) 19年度(A) 倍率(A/B) 
区   分 

事業費 国費 事業費 国費 事業費 国費 

まち再生 

出資業務 
4,179 4,179 4,737 4,737 0.88 0.88 

 

③中心市街地に対する特例措置（平成 18 年度 拡充） 

中心市街地の活性化に資する民間都市開発事業を一層支援するため、

内閣総理大臣の認定を受けた中心市街地活性化基本計画区域内におい

て面積要件の引き下げ等の要件緩和を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④平成 20 年度新規事項 

地域の実情に応じた小規模事業の一体的な整備による地域の活性化を

図るため、民間都市開発推進機構のまち再生出資業務について、面積要

件の緩和等を行う。 
  

民間都市開発推進機構の「まち再生出資業務」 

支援 

まち再生出資業務等 

既存建築物の改築等も対象に 

事業区域面積を引き下げ 

事業区域面積の通算措置 

中心市街地再生の推進 
 

民

間

都

市

開

発

推

進

機

構 

 国の認定を受けた 
中心市街地活性化 

基本計画区域 



別紙３ 

 

都市再生区画整理事業 
 
①概要 

空洞化が進行する中心市街地等の都市基盤が不十分で整備が必要な既

成市街地並びに被災した市街地において、土地区画整理事業の実施により、

都市基盤の整備と併せて街区の再編を行い、安全・安心で快適に暮らすこと

ができ、活力ある経済活動の基盤となる市街地への再生・再構築を図る。 

 

②予算 
（単位：百万円） 

20年度要求 (A) 19年度(B) 倍率(A/B) 
区   分 

事業費 国費 事業費 国費 事業費 国費 

都市再生 

区画整理事業 
12,354 5,500 8,291 3,691 1.49 1.49 

 

③中心市街地に対する特例措置（平成１８年度 拡充） 

・教育文化施設、医療施設等の公益施設の立地を促進するため、これら施

設が立地する敷地上の既存建築物の移転補償費を補助限度額に追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④平成２０年度新規要求事項 

集約型都市構造への転換・既成市街地の再整備を推進するため、重点地

区の事業タイプの再編等の支援措置の拡充を行う。 
 

中心市街地活性化を推進するための制度拡充

空き店舗

空き店舗

空き店舗
空き地

整備前 整備後

集約された商店街

換地

空き地・空き店舗
の入替え・集約

教育文化施設、医療
施設等の公益施設が
立地する敷地上の既
存建築物の移転補償
費を補助限度額に追
加

他事業と一体で行われる
複数の事業も補助対象とな
るよう面積要件を拡充

公共用地の増分に係
る補助限度額を拡充

教育文化
施設

既存商店街

共同住宅

病院

市民ホール

中心市街地活性化を推進するための制度拡充

空き店舗

空き店舗

空き店舗
空き地

整備前 整備後

集約された商店街

換地

空き地・空き店舗
の入替え・集約

教育文化施設、医療
施設等の公益施設が
立地する敷地上の既
存建築物の移転補償
費を補助限度額に追
加

他事業と一体で行われる
複数の事業も補助対象とな
るよう面積要件を拡充

他事業と一体で行われる
複数の事業も補助対象とな
るよう面積要件を拡充

公共用地の増分に係
る補助限度額を拡充
公共用地の増分に係
る補助限度額を拡充

教育文化
施設

既存商店街

共同住宅

病院

市民ホール



別紙４ 

 

都市交通システム整備事業 

 

①概要 

徒歩、自転車、自動車、公共交通など多様なモードの連携が図られた、

自由通路、地下街、駐車場等の公共的空間や公共交通などからなる都市の

交通システムを明確な政策目的に基づいて総合的に整備し、都市交通の円

滑化を図るとともに、都市施設整備や土地利用の再編により、都市再生を

推進する。 

 

②予算 
（単位：百万円） 

20年度要求(A) 19年度(B) 倍率(A/B) 
区   分 

事業費 国費 事業費 国費 事業費 国費 

都市交通ｼｽﾃﾑ 

整備事業 
 10,500 3,500 7,200 2,400 1.46 1.46 

      

③平成２０年度新規事項（拡充） 

  自家用車利用から徒歩、自転車、公共交通機関等の利用へと交通行動

を転換させ、転換した行動を後戻りさせない取組（戦略的なモビリティ・

マネジメント）を進めるのに必要な施設整備や効率的な都市内物流シス

テムの整備に対して支援等を行う。 

 
 

◇官民協働による戦略的なモビリティ・マネジメントのイメージ◇ 
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T

コミュニティバス

都心環状道路

中心市街地

集約拠点

ショッピング
センター

事務所

鉄
道

旧
道

バ
イ
パ
ス

トランジット
センターに
専用駐車
場を整備

T

病
院事業所

大
学

文学部
理工
学部

経済
学部

事業所内従業員駐車場

レンタ
サイク
ル導入

整備後

補助対象施設

○事業所内駐車場を削減し従業員専用駐輪場へ

トランジットセンターから

大学まで送迎バスを運行

構内の
各学部
にバス
停整備

＋
整備後

補助対象
施設

○大学が送迎
用バスを導入
運営

○学生駐車場を
削減

構内の
各学部
にバス
停整備

＋
整備後

補助対象
施設

整備後

補助対象
施設

○大学が送迎
用バスを導入
運営

○学生駐車場を
削減

事業所への自家用車通勤を公共交通＋自転車通勤へ転換

大学構内

レンタサイクル

路線バス
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別紙５ 

 

①概要 

中心市街地の再生を図るため、内閣総理大臣による中心市街地活性化

基本計画の認定を受けた地区について、都市機能のまちなか立地、空き

ビル再生、多目的広場等の整備等を総合的に支援することにより、まち

なかに公共公益施設等の都市機能等の導入を図る。 

 

②予算                     （単位：百万円） 

20年度要求(A) 19年度(B) 倍率(A/B) 
区   分 

事業費 国費 事業費 国費 事業費 国費 

暮らし・にぎわい

再生事業 
28,006 10,000 25,231 9,000 1.11 1.11 

 

③中心市街地に対する特例措置（平成１８年度 創設） 

中心市街地の振興方策として、都市機能の導入を中心としたまちづく

りにより、まちなかの暮らし・にぎわいを再生するための支援措置とし

て創設。 

 

④平成２０年度要求事項（拡充） 

地域の実情に応じた多様な取組による中心市街地の活性化を推進する

ため、暮らし・にぎわい再生事業について、地域固有のまちなみを活か

した整備・改修や市街地再開発事業等の活用による防災安全性の確保、

都市機能の更新に対する支援を拡充強化する。 

 

 

旧施設暮らし・にぎわい再生事業計画

中心市街地
（認定基本計画）

計画コーディネート支援

移転

駐車場
公開空地

新施設

空きビル

多目的広場

賑わい空間施設整備
（公開空地、駐車場等）

関連空間整備
（公開空地、駐車場）

賑わい空間施設整備 空きビル再生支援 都市機能まちなか立地支援
多目的広場等の公開空地の整備
に対し、補助

〔整備イメージ〕

空きビル等の公共公益施設・集客施設へ
の改修に対し、補助

公共公益施設の整備に対し、補助

市街地再開発事業等の事業手法を活用す
るタイプを位置づけ、補助対象施設を追加（ｽｰﾊﾟｰから生涯学習ｾﾝﾀｰへのｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝ）

・地域の特色あるまちなみ等を活
かした整備・改修について補助要
件緩和

・修景施設を補助対象に追加

旧施設暮らし・にぎわい再生事業計画

中心市街地
（認定基本計画）

計画コーディネート支援

移転

駐車場
公開空地

新施設

空きビル

多目的広場

賑わい空間施設整備
（公開空地、駐車場等）

関連空間整備
（公開空地、駐車場）

賑わい空間施設整備 空きビル再生支援 都市機能まちなか立地支援
多目的広場等の公開空地の整備
に対し、補助

〔整備イメージ〕

空きビル等の公共公益施設・集客施設へ
の改修に対し、補助

公共公益施設の整備に対し、補助

市街地再開発事業等の事業手法を活用す
るタイプを位置づけ、補助対象施設を追加（ｽｰﾊﾟｰから生涯学習ｾﾝﾀｰへのｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝ）

・地域の特色あるまちなみ等を活
かした整備・改修について補助要
件緩和

・修景施設を補助対象に追加

 

暮らし・にぎわい再生事業 



別紙６ 

 

中心市街地共同住宅供給事業 

 

①概要 

中心市街地の再生を図るため、中心市街地活性化基本計画の認定を受

けた中心市街地において、優良な共同住宅の供給を支援する。 

 

②予算 
（単位：百万円） 

20年度要求(A) 19年度(B) 倍率(A/B) 
区   分 

事業費 国費 事業費 国費 事業費 国費 

中心市街地共同 

住宅供給事業 

42,776 

の内数 

6,254

の内数

31,239

の内数

4,811

の内数
1.37 1.30 

 

 

③中心市街地に対する特例措置（平成１８年度 創設） 

 

中心市街地活性化基本計画 

・共同住宅の供給その他の居住環境の整備を図るための事業
内閣総理大臣による

基本計画認定

中心市街地共同住宅供給事業（法定事業）

【補助対象 】
・調査設計計画費 
・土地整備費 
・共同施設整備

【施行者等 】
・地方公共団体、都市再生機構 （補助率１/３以内）
・地方住宅供給公社、民間事業者等（補助率２/３以内；国１/３・地方公共団体１ / ３ ）

調査設計計画費

土地整備費

調査設計計画費

土地整備費

＜平成２０年度要求額＞６３億円の内数

市町村長による 
事業計画認定 

【事業要件 】
優良な住宅を１０戸以上供給 
（延べ床面積の１ / ２以上が住宅）
敷地面積が概ね５００㎡以上 
地階を除く階数が３階以上 
耐火建築物または準耐火建築物等

◇ 税の特例 
① 優良な賃貸住宅を建設する場合の特例措置：所得税の割増償却 
② 優良な住宅の用に土地等を譲渡する場合の特例措置：所得税の課税繰延
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街なか居住再生ファンド 

 

①概要 

中心市街地の再生を図るため、中心市街地活性化法に基づく内閣総理

大臣による認定を受けた基本計画の区域内等で行われる民間の住宅等

の整備事業や活動拠点等の整備事業に対して出資による支援を行う。 
 
②予算 

（単位：百万円） 

20年度要求(A) 19年度(B) 倍率(A/B) 
区   分 

事業費 国費 事業費 国費 事業費 国費 

街なか居住 

再生ファンド 
2,500 2,500 2,500 2,500 1.00 1.00 

 

③中心市街地に対する特例措置（平成１９年度 拡充） 

街なか居住の再生に資する活動拠点等の整備事業を対象事業に追加 
 

 

街なか居住再生ファンドの概要

中心市街地等における民間の多様な住宅等の整備事業及び活動拠点等の整備事業に
対し、出資により支援

自己資金

ファンド持分

事業コスト

民間金融
機関借入

優先

劣後

対象事業を行うＳＰＣ

地権者等が出資

地権者に次ぐ劣後部分
をファンドから出資

対象事業対象事業

民
間
の
住
宅
等

の
整
備
事
業

○ 直接支援方式

地方公共団体 等国

補助 補助等

活
動
拠
点
等
の

整
備
事
業

（社）全国市街地
再開発協会

街なか居住
再生ファンド

特別会計

信託会社等

信託

出資

○ 地域ファンド方式

地方公共団体 等国

補助 信託

民
間
の
住
宅
等

の
整
備
事
業

（社）全国市街地
再開発協会

街なか居住
再生ファンド

特別会計

信託
信託会社等

地域ファンド

信託勘定

出資

活
動
拠
点
等
の

整
備
事
業

○対象事業

・民間の住宅等の整備事業

・街なか居住の再生に資する活動拠点等の整備事業

○対象区域

・中心市街地活性化法に基づく国の認定を受けた

基本計画の区域内

・街なか居住の再生を図るべき一定の要件を満たす

ニュータウン

 


